
平 成 ３ ０ 年 ４ 月 

香川県長寿社会対策課 

 

 

香川県では、受益者負担の観点から、平成１９年より手数料を徴収しているところです。 

平成 24 年２月議会で使用料・手数料条例の改正を行い、特定施設入居者生活介護事業所の指

定変更申請については、平成 24 年 4 月 1 日以降の申請分から手数料を徴収します。 

 

■ 指定の流れと手数料徴収イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 手数料の額 

サービスの種類 申請の種類 金  額 

指定居宅サービス事業者  

指 定 申 請  ２０，０００円 

指定変更申請 １０，０００円 

指定更新申請 １０，０００円 

指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設  
指 定 申 請  ４３，０００円 

指定更新申請 ３３，０００円 

介 護 老 人 保 健 施 設 

開設許可申請 ６３，０００円 

変更許可申請 ３３，０００円 

許可更新申請 ３３，０００円 

指定介護療養型医療施設  
指定変更申請 ３３，０００円 

指定更新申請 ３３，０００円 

介 護 医 療 院 

開設許可申請 ６３，０００円 

変更許可申請 ３３，０００円 

許可更新申請 ３３，０００円 

指定介護予防サービス事業者 
指 定 申 請  １０，０００円 

指定更新申請 １０，０００円 

 

■ 施行期日 

 更 新 申 請 ・平成１９年４月１日以降の申請分から手数料を徴収します。 

 

 指定・変更申請 ・平成１９年１０月１日以降の申請分から手数料を徴収します。 

 ※特定施設入居者生活介護事業所の指定変更申請については、平成 24 年 4 月 1 日以降の申請

分から手数料を徴収します。 

 

■ 納付方法 
  指定等の申請書に手数料の額に相当する香川県証紙を貼付して納付してください。 

 

※介護老人保健施設の開設許可、変更許可申請については、従前どおりです。 
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指定有効期間６か年 


